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大
分
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
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月
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一
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大
分
県
条
例
第
二
十
八
号　

　
　
　
大
分
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

（
大
分
県
税
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条　

大
分
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
大
分
県
条
例
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
十
五
条
第
二
項
中
「
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
の
二

第
一
項
」
を
「
地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
」
に
、
「
収
納
の
」
を
「
収
納
に
関
す
る
」

に
改
め
る
。

　

附
則
第
七
条
の
二
の
三
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
法
附
則
第
五
条
の
八
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
寄
附
金
税
額
控
除
の
控
除
上
限
額
）

第
七
条
の
二
の
四　

法
附
則
第
五
条
の
八
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第

二
十
五
条
の
三
第
二
項
及
び
附
則
第
七
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
所
得
割

の
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
所
得
割
の
額
（
法
附
則
第
五
条
の
八
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を

受
け
る
前
の
も
の
を
い
う
。
）
」
と
す
る
。

　

附
則
第
二
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
八
年
三
月
三
十
一

日
」
に
改
め
る
。

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

㈱
イ
ン
タ
ー
プ
リ
ン
ツ　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

　

附
則
第
二
十
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
十
二
条
の
五
第
一
項
中
「
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令

和
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

　

附
則
第
二
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
」

を
「
令
和
十
一
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

（
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
の
所
有
す
る
自
動
車
に
対
す
る
自
動
車
税
の
種
別
割
の
不
均
一
課

税
及
び
徴
収
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条　

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
の
所
有
す
る
自
動
車
に
対
す
る
自
動
車
税
の
種
別
割
の
不
均

一
課
税
及
び
徴
収
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
大
分
県
条
例
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
の
見
出
し
中
「
方
法
」
を
「
方
法
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
よ
り
、
」
の
下
に
「
普
通
徴
収
又

は
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
六
項
を
加
え
る
。

２　

前
項
の
規
定
に
よ
り
種
別
割
を
普
通
徴
収
の
方
法
に
よ
り
徴
収
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
納
税

者
に
交
付
す
べ
き
納
税
通
知
書
は
、
遅
く
と
も
、
そ
の
納
期
限
前
十
日
ま
で
に
納
税
者
に
交
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

３　

知
事
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
種
別
割
を
証
紙
徴
収
の
方
法
に
よ
り
徴
収
し
よ
う
と
す
る
場
合
に

は
、
毎
年
五
月
中
（
賦
課
期
日
後
に
種
別
割
の
納
税
義
務
が
発
生
し
た
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
種
別
割

の
納
税
義
務
の
発
生
し
た
月
の
翌
月
中
）
に
、
種
別
割
の
納
税
義
務
者
に
別
記
第
一
号
様
式
の
証
紙
を

も
つ
て
当
該
種
別
割
を
払
い
込
ま
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
知
事
は
、
種
別
割

を
納
付
す
る
義
務
が
発
生
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
に
、
種
別
割
の
納
税
義
務
者
か
ら
証
紙
の
額
面
金

額
に
相
当
す
る
現
金
の
納
付
を
受
け
た
後
別
記
第
二
号
様
式
の
納
税
済
印
を
押
す
こ
と
に
よ
り
、
証
紙

に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

４　

前
項
前
段
の
場
合
に
お
い
て
、
種
別
割
の
納
税
義
務
は
、
購
入
し
た
証
紙
に
検
印
を
受
け
た
と
き
に

完
了
す
る
も
の
と
す
る
。

５　

新
規
登
録
の
申
請
が
あ
つ
た
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
の
所
有
に
係
る
自
動
車
に
つ
い
て
地
方
税
法

第
百
七
十
七
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
課
す
る
種
別
割
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、
賦
課
期
日
後
翌
年

二
月
末
日
ま
で
の
間
に
納
税
義
務
が
発
生
し
た
場
合
に
限
り
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
証
紙

徴
収
の
方
法
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６　

知
事
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
種
別
割
を
証
紙
徴
収
の
方
法
に
よ
り
徴
収
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、

種
別
割
の
納
税
義
務
者
が
新
規
登
録
の
申
請
を
し
た
と
き
に
、
納
税
義
務
者
に
別
記
第
一
号
様
式
の
証

紙
を
も
つ
て
当
該
種
別
割
を
払
い
込
ま
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
知
事
は
、
大

分
県
税
条
例
第
六
十
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
べ
き
申
告
書
に
、
種
別
割
の
納
税
義
務

者
か
ら
証
紙
の
額
面
金
額
に
相
当
す
る
現
金
の
納
付
を
受
け
た
後
別
記
第
二
号
様
式
の
納
税
済
印
を
押

四
一



令
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年
三
月
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十
一
日

二
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す
こ
と
に
よ
り
、
証
紙
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

７　

前
項
前
段
の
場
合
に
お
い
て
、
種
別
割
の
納
税
義
務
は
、
購
入
し
た
証
紙
に
検
印
を
受
け
た
と
き
に

完
了
す
る
も
の
と
す
る
。

　

第
四
条
を
削
り
、
第
五
条
を
第
四
条
と
し
、
第
六
条
を
第
五
条
と
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
自
動
車
税
の
徴
収
金
の
納
付
の
方
法
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２　

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
大
分
県
税
条
例
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
納
税
者
又
は
特
別
徴

収
義
務
者
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
自
動
車
税
に
係
る
徴
収
金
に
つ
い
て
は
、
地
方
自
治
法
施

行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
六
年
政
令
第
十
二
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
知

事
が
収
納
に
関
す
る
事
務
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
者
に
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


